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福祉保健医療委員会（平成２３年６月定例会①）

発言者 発 言 要 旨

井上委員

障害者自立支援

課長

高齢介護課長

井上委員

障害者自立支援

課長

（福祉部・議案）

１ ３月１１日の東日本大震災以降、計画停電が実施された地域で、実

際に機器が停電するなどの危なかった事例があったのか。

２ 既に自家発電装置が配備済みの施設については、申請から除外さ

れていると聞いているが、今回の措置によって県内全ての施設が計

画停電への備えを完了したと言えるのか。

１ 県は、計画停電が実施される前に、計画停電による事故を未然に

防ぐために各施設に通知した。特に、重症心身障害児施設は、身体

的・知的に重度の障害があり、自力で呼吸ができないために人工呼

吸器を使用する方も入所している。そのため、万が一の場合に備え

て、小型の自家発電装置や充電式バッテリーなどの代替機器を用意

するように周知したところである。また、自家発電装置の燃料の確

保についても指導し、燃料販売事業者から適切に調達されているこ

とを確認している。

１ 介護施設の場合、医療機器はほとんどが喀痰吸引器であるため、計

画停電のときに問題が起こったとは聞いていない。

２ 今回の５６施設に自家発電装置購入の補助をすることによって、

全ての施設で計画停電への備えができると認識している。今後、各

施設にあらためて注意を喚起し、必要があれば予算の範囲内で対応

するなど万全を期してまいりたい。

１ 今回の制度は、国が１／２を補助し、施設が１／２を負担すると

いう内容だが、自家発電装置は決して安価なものではない。施設の

中には、自己負担が重くのしかかるために導入を断念しているとこ

ろもあるのではないか。そうした事例はかったか確認したい。

２ 設置工事費は補助の対象に含まれるのか。

１ 障害者施設に確認したところ、停電時に対応が必要な施設は、４

５施設である。今回整備する１９施設以外の２６施設は、既に

自家発電装置を購入あるいはリースするなどして対応済であ

た。経済的理由で非常用自家発電機が設置できないという施設はな

かった。
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福祉保健医療委員会（平成２３年６月定例会②）

発言者 発 言 要 旨

高齢介護課長

井上委員

疾病対策課長

１ 補助の上限は９００万円だが、施設で導入を予定している機器

は、ほとんどが補助の上限額よりも相当安価であり、そういった理

由からも経済的負担によって導入を断念した施設はないものと認

識している。

２ 今回の補助対象経費は、自家発電装置の設置に必要な備品購入費

や、その設置に伴う工事請負費及び運搬費を含む。

（保健医療部・議案）

１ 今年度で備蓄が完了するとのことだが、これまでの購入額は延べ

いくらか。

２ 年度によって購入金額は変動するのか。

１ タミフルは平成１８年度から備蓄しており、計画どおり１３４万

人分の備蓄を完了すると、延べ購入額は２７億８，１３７万７千円

になる。

２ タミフルは１人分当たり１５ユーロで販売されているため、円高

ユーロ安になると購入額が下がることになる。平成２１年度は２６

万人分購入し、５億１２２万８千円であった。今回は約４億円であ

り、円高が進行した分だけ購入額が下がった。


